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梨
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梨
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部
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す
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二
〇
一

公
安
委
員
会

○
山
梨
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警
察
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る
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則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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二
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一

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

北
都
留
郡
丹
波
山
村
字
塩
ノ
山
二
九
七
八
の
六
か
ら
二
九
七
八
の
九
ま
で
（
以
上
四
筆
国
有
林
）、

塩
の
山
二
九
七
八
の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
庁
及
び
丹
波
山
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
た
道
路
の
路
線
名
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

路
線

新
旧

道
路
の

路
　
　
　
　
　
線
　
　
　
　
　
名

備
　
　
　
　
　
　
　
考

番
号

の
別

種
類

７

旧

県
道

茅
野
小
淵
沢
韮
崎
線

１

新

県
道

茅
野
北
杜
韮
崎
線

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
中
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
四
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

二
　
路
　
線
　
名
　
四
一
一
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
中
央
五
丁
目
八
一
番
地
先
か
ら

旧

一
〇
・
五
〜

一
一
・
〇

甲
府
市
中
央
五
丁
目
二
二
番
の
一
地
先
ま
で

一
一
・
〇

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
九
一

山
梨
県
公
報
平
成
十
八
年

三
月
十
六
日

第
千
六
百
四
十
九
号

木　曜　日



新

一
〇
・
五
〜

一
一
・
〇

一
三
・
〇

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
四
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
島
上
条
宮
久
保
絵
見
堂
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

韮
崎
市
穂
坂
町
大
字
宮
久
保
字
ツ
ガ
山
六
二
五
三

旧

六
・
八
〜

五
七
〇
・
〇

番
地
先
か
ら

一
二
・
八

韮
崎
市
穂
坂
町
大
字
宮
久
保
字
琵
琶
坂
一
二
〇
番

の
一
地
先
ま
で

新

八
・
四
〜

五
七
〇
・
〇

一
七
・
〇

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
北
麓
・
東
部
地

域
振
興
局
都
留
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
四
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
鳴
沢
富
士
河
口
湖
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
字
勝
山
字
南
羽
根
子

旧

七
・
七
〜

二
六
一
五
・
〇

一
七
八
二
番
の
二
地
先
か
ら

一
二
・
六

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
大
字
船
津
字
下
土
足
戸

五
六
七
番
の
二
地
先
ま
で

新

七
・
七
〜

二
六
一
五
・
〇

一
二
・
六

一
四
・
五
〜

二
六
四
〇
・
〇

二
八
・
六

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
四
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

身
延
本
栖
線

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
身
延
字
東
谷

五
二
・
〇
平
成
十
八
年

三
五
〇
五
番
の
五
地
先
か
ら

三
月
十
六
日

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
身
延
字
東
谷

三
五
〇
三
番
の
三
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
身

延
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
四
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

光
子
沢
大
野

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
横
根
中
字
茶

二
一
二
・
〇
平
成
十
八
年

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

一
九
二



線

堂
二
四
五
四
番
の
二
地
先
か
ら

三
月
十
六
日

南
巨
摩
郡
身
延
町
大
字
光
子
沢
字
砂

子
神
一
七
九
九
番
の
四
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
北
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
四
月
六
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

北
杜
富
士
見

北
杜
市
高
根
町
大
字
清
里
字
念
場
原

四
七
五
・
五
平
成
十
八
年

線

三
五
四
五
番
の
三
四
地
先
か
ら

三
月
十
六
日

北
杜
市
高
根
町
大
字
清
里
字
念
場
原

三
五
四
五
番
の
四
〇
九
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
施
行
者
の
名
称

増
穂
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

都
市
公
園
事
業
　
最
勝
寺
二
号
公
園

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
五
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分
　
変
更
な
し

２
　
使
用
の
部
分
　
な
し

公
　
　
　
告

'

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
称

所
　
在
　
地

介
護
保
険
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃
止
年
月
日

番
　
　
　
号

古
河
医
院

甲
府
市
湯
村
二

一
九
一
〇
一
〇
一

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
十
月

丁
目
四
番
二
三

八
七
〇

導
（
み
な
し
）

三
日

号

古
河
医
院

甲
府
市
湯
村
二

一
九
一
〇
一
〇
一

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
六
年
十
月

丁
目
四
番
二
三

八
七
〇

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
三
日

号

し
）

古
河
医
院

甲
府
市
湯
村
二

一
九
一
〇
一
〇
一

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
六
年
十
月

丁
目
四
番
二
三

八
七
〇

し
）

三
日

号

社
会
福
祉
法
人

東
山
梨
郡
春
日

一
九
七
〇
四
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
六
年
十
月

春
日
居
町
社
会

居
町
加
茂
七
七

〇
四
八

十
一
日

福
祉
協
議
会

番
地
一

御
坂
町
デ
イ
サ

東
八
代
郡
御
坂

一
九
七
〇
五
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
六
年
十
月

ー
ビ
ス
セ
ン
タ

町
栗
合
八
七
番

〇
三
七

十
一
日

ー
「
陽
だ
ま
り

地

」境
川
村
社
会
福

東
八
代
郡
境
川

一
九
七
〇
五
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
六
年
十
月

祉
協
議
会
指
定

村
藤
垈
二
五
八

二
五
〇

十
一
日

訪
問
介
護
事
業

八
番
地

所石
和
町
指
定
通

東
八
代
郡
石
和

一
九
七
〇
五
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
六
年
十
月

所
介
護
事
業
所

町
下
平
井
五
七

二
六
八

十
一
日

八
番
地

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

一
九
三



八
代
町
指
定
通

東
八
代
郡
八
代

一
九
七
〇
五
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
六
年
十
月

所
介
護
事
業
所

町
南
三
二
六
番

三
四
二

十
一
日

地
一

檜
峰
デ
イ
サ
ー

東
八
代
郡
御
坂

一
九
七
〇
五
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
六
年
十
月

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

町
上
黒
駒
四
七

七
〇
六

十
一
日

〇
九
番
地

社
会
福
祉
法
人

東
山
梨
郡
春
日

一
九
七
〇
四
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
十
月

春
日
居
町
社
会

居
町
加
茂
七
七

〇
四
八

十
一
日

福
祉
協
議
会

番
地
一

石
和
町
居
宅
介

東
八
代
郡
石
和

一
九
七
〇
五
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
十
月

護
支
援
事
業
所

町
小
石
和
七
五

一
二
八

十
一
日

一
番
地

一
宮
町
社
協
居

東
八
代
郡
一
宮

一
九
七
〇
五
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
十
月

宅
介
護
支
援
事

町
末
木
八
三
九

一
三
六

十
一
日

業
所

番
地
一

境
川
村
社
会
福

東
八
代
郡
境
川

一
九
七
〇
五
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
十
月

祉
協
議
会
指
定

村
藤
垈
二
五
八

二
五
〇

十
一
日

訪
問
介
護
事
業

八
番
地

所御
坂
町
訪
問
介

東
八
代
郡
御
坂

一
九
七
〇
五
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
十
月

護
事
業
所
「
あ

町
栗
合
八
七
番

二
九
二

十
一
日

お
ぞ
ら
」

地

八
代
町
指
定
訪

東
八
代
郡
八
代

一
九
七
〇
五
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
十
月

問
介
護
事
業
所

町
南
三
二
六
番

三
三
四

十
一
日

地
一

フ
ジ
河
口
湖
ク

南
都
留
郡
富
士

一
九
一
一
三
〇
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
十
月

リ
ニ
ッ
ク

河
口
湖
町
船
津

七
〇
三

導
（
み
な
し
）

十
五
日

字
桜
休
場
六
八

八
七
番
地

フ
ジ
河
口
湖
ク

南
都
留
郡
富
士

一
九
一
一
三
〇
〇

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
六
年
十
月

リ
ニ
ッ
ク

河
口
湖
町
船
津

七
〇
三

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
十
五
日

字
桜
休
場
六
八

し
）

八
七
番
地

フ
ジ
河
口
湖
ク

南
都
留
郡
富
士

一
九
一
一
三
〇
〇

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
六
年
十
月

リ
ニ
ッ
ク

河
口
湖
町
船
津

七
〇
三

し
）

十
五
日

字
桜
休
場
六
八

八
七
番
地

須
玉
町
指
定
通

北
巨
摩
郡
須
玉

一
九
七
一
〇
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
六
年
十
月

所
介
護
事
業
所

町
藤
田
七
九
九

〇
四
五

三
十
一
日

番
地
一

高
根
町
デ
イ
サ

北
巨
摩
郡
高
根

一
九
七
一
〇
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
六
年
十
月

ー
ビ
ス
セ
ン
タ

町
箕
輪
新
町
五

一
一
〇

三
十
一
日

ー

〇
番
地

大
泉
村
指
定
通

北
巨
摩
郡
大
泉

一
九
七
一
〇
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
六
年
十
月

所
介
護
事
業
所

村
谷
戸
一
八
八

一
九
三

三
十
一
日

〇
番
地

白
州
町
通
所
介

北
巨
摩
郡
白
州

一
九
七
一
〇
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
六
年
十
月

護
事
業
所

町
大
武
川
三
四

二
〇
一

三
十
一
日

四
番
地
一
九

武
川
村
社
会
福

北
巨
摩
郡
武
川

一
九
七
一
〇
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
六
年
十
月

祉
協
議
会

村
牧
原
一
三
二

二
四
三

三
十
一
日

二
番
地

須
玉
町
指
定
訪

北
巨
摩
郡
須
玉

一
九
七
一
〇
〇
〇

訪
問
入
浴
介
護

平
成
十
六
年
十
月

問
入
浴
介
護
事

町
藤
田
七
九
九

〇
四
五

三
十
一
日

業
所

番
地
一

大
泉
村
指
定
訪

北
巨
摩
郡
大
泉

一
九
七
一
〇
〇
〇

訪
問
入
浴
介
護

平
成
十
六
年
十
月

問
入
浴
介
護
事

村
谷
戸
一
八
八

一
九
三

三
十
一
日

業
所

〇
番
地

須
玉
町
指
定
訪

北
巨
摩
郡
須
玉

一
九
七
一
〇
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
十
月

問
介
護
事
業
所

町
藤
田
七
九
九

〇
四
五

三
十
一
日

番
地
一

高
根
町
ホ
ー
ム

北
巨
摩
郡
高
根

一
九
七
一
〇
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
十
月

ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ

町
箕
輪
新
町
五

一
一
〇

三
十
一
日

ス
セ
ン
タ
ー

〇
番
地

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

一
九
四



白
州
町
訪
問
介

北
巨
摩
郡
白
州

一
九
七
一
〇
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
十
月

護
事
業
所

町
白
須
一
三
四

一
五
一

三
十
一
日

一
番
地

大
泉
村
指
定
訪

北
巨
摩
郡
大
泉

一
九
七
一
〇
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
十
月

問
介
護
事
業
所

村
谷
戸
一
八
八

一
九
三

三
十
一
日

〇
番
地

武
川
村
訪
問
介

北
巨
摩
郡
武
川

一
九
七
一
〇
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
十
月

護
事
業
所

村
牧
原
一
三
二

二
四
三

三
十
一
日

二
番
地

介
護
老
人
保
健

北
巨
摩
郡
須
玉

一
九
五
一
〇
八
〇

短
期
入
所
療
養
介
平
成
十
六
年
十
月

施
設
し
お
か
わ

町
藤
田
七
八
七

〇
一
七

護

三
十
一
日

福
寿
の
里

番
地

介
護
老
人
保
健

北
巨
摩
郡
須
玉

一
九
五
一
〇
八
〇

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
六
年
十
月

施
設
し
お
か
わ

町
藤
田
七
八
七

〇
一
七

ー
シ
ョ
ン

三
十
一
日

福
寿
の
里

番
地

明
野
村
国
民
健

北
巨
摩
郡
明
野

一
九
一
一
〇
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
十
月

康
保
険
辺
見
診

村
上
手
一
番
地

〇
五
四

導
（
み
な
し
）

三
十
一
日

療
所

一
二

白
州
町
立
診
療

北
巨
摩
郡
白
州

一
九
一
一
〇
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
十
月

所

町
白
須
一
三
四

〇
四
七

導
（
み
な
し
）

三
十
一
日

一
番
地

須
玉
町
外
一
ケ

北
巨
摩
郡
須
玉

一
九
一
一
〇
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
十
月

村
病
院
組
合
塩

町
藤
田
七
七
三

〇
二
一

導
（
み
な
し
）

三
十
一
日

川
病
院

番
地

白
州
町
立
診
療

北
巨
摩
郡
白
州

一
九
三
一
〇
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
十
月

所

町
白
須
一
三
四

二
二
五

導
（
み
な
し
）

三
十
一
日

一
番
地

須
玉
町
外
一
ケ

北
巨
摩
郡
須
玉

一
九
一
一
〇
一
〇

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
六
年
十
月

村
病
院
組
合
塩

町
藤
田
七
七
三

〇
二
一

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
三
十
一
日

川
病
院

番
地

し
）

明
野
村
国
民
健

北
巨
摩
郡
明
野

一
九
一
一
〇
一
〇

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
六
年
十
月

康
保
険
辺
見
診

村
上
手
一
番
地

〇
五
四

し
）

三
十
一
日

療
所

一
二

須
玉
町
外
一
ケ

北
巨
摩
郡
須
玉

一
九
一
一
〇
一
〇

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
六
年
十
月

村
病
院
組
合
塩

町
藤
田
七
七
三

〇
二
一

し
）

三
十
一
日

川
病
院

番
地

か
い
こ
ま
訪
問

北
巨
摩
郡
武
川

一
九
六
一
〇
九
〇

訪
問
看
護

平
成
十
六
年
十
月

看
護
ス
テ
ー
シ

村
牧
原
一
三
七

〇
一
四

三
十
一
日

ョ
ン

一
番
地

八
ヶ
岳
訪
問
看

北
巨
摩
郡
長
坂

一
九
六
一
〇
九
〇

訪
問
看
護

平
成
十
六
年
十
月

護
ス
テ
ー
シ
ョ

町
大
八
田
三
九

〇
三
〇

三
十
一
日

ン

五
四
番
地

須
玉
町
外
一
ヶ

北
巨
摩
郡
須
玉

一
九
六
一
〇
九
〇

訪
問
看
護

平
成
十
六
年
十
月

村
病
院
組
合
訪

町
藤
田
七
七
三

〇
二
二

三
十
一
日

問
看
護
ス
テ
ー

番
地

シ
ョ
ン
つ
く
し

ん
ぼ

あ
お
ぞ
ら
薬
局

甲
府
市
宝
二
丁

一
九
四
〇
一
〇
三

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
十
一

宝
・
寿
町
店

目
二
五
番
一
二

〇
三
七

導
（
み
な
し
）

月
一
日

号

青
空
薬
局
天
神

甲
府
市
天
神
町

一
九
四
〇
一
〇
二

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
十
一

町
店

一
三
番
地
一
三

七
〇
八

導
（
み
な
し
）

月
一
日

内
藤
薬
局
飯
田

甲
府
市
飯
田
一

一
九
四
〇
一
〇
二

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
十
一

店

丁
目
一
番
二
二

八
八
〇

導
（
み
な
し
）

月
一
日

号

松
岡
医
院

甲
府
市
宝
二
丁

一
九
一
〇
一
〇
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
十
一

目
二
一
番
四
号

八
〇
七

導
（
み
な
し
）

月
二
日

松
岡
医
院

甲
府
市
宝
二
丁

一
九
一
〇
一
〇
〇

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
六
年
十
一

目
二
一
番
四
号

八
〇
七

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
月
二
日

し
）

松
岡
医
院

甲
府
市
宝
二
丁

一
九
一
〇
一
〇
〇

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
六
年
十
一

目
二
一
番
四
号

八
〇
七

し
）

月
二
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

一
九
五



古
屋
医
院

笛
吹
市
御
坂
町

一
九
一
一
八
〇
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
十
一

夏
目
原
七
五
〇

一
五
七

導
（
み
な
し
）

月
十
五
日

番
地
一

古
屋
医
院

笛
吹
市
御
坂
町

一
九
一
一
八
〇
〇

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
六
年
十
一

夏
目
原
七
五
〇

一
五
七

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
月
十
五
日

番
地
一

し
）

古
屋
医
院

笛
吹
市
御
坂
町

一
九
一
一
八
〇
〇

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
六
年
十
一

夏
目
原
七
五
〇

一
五
七

し
）

月
十
五
日

番
地
一

大
島
薬
局

山
梨
市
上
神
内

一
九
四
〇
二
〇
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
十
一

川
九
七
〇
番
地

一
一
四

導
（
み
な
し
）

月
十
九
日

齊
木
医
院

北
杜
市
武
川
町

一
九
一
一
九
〇
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
十
二

牧
原
六
六
九
番

一
一
四

導
（
み
な
し
）

月
一
日

地
一

野
村
メ
デ
ィ
カ

富
士
吉
田
市
下

一
九
七
一
一
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
十
二

ル
ケ
ア

吉
田
五
二
九
六

〇
五
〇

月
十
三
日

番
地

ク
リ
ス
タ
ル
介

甲
府
市
貢
川
本

一
九
七
〇
一
〇
一

訪
問
介
護

平
成
十
六
年
十
二

護
セ
ン
タ
ー
貢

町
八
番
地
三
八

六
七
九

月
三
十
一
日

川調
剤
薬
局
み
や

中
巨
摩
郡
昭
和

一
九
四
〇
八
一
一

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
十
二

び
昭
和
店

町
西
条
一
五
〇

一
六
七

導
（
み
な
し
）

月
三
十
一
日

四
番
地
三

田
辺
歯
科
医
院

富
士
吉
田
市
下

一
九
三
一
二
〇
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
十
二

吉
田
一
〇
五
五

二
四
八

導
（
み
な
し
）

月
三
十
一
日

番
地

日
原
歯
科
医
院

甲
府
市
武
田
二

一
九
三
〇
一
〇
一

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
六
年
十
二

丁
目
一
二
番
一

八
一
九

導
（
み
な
し
）

月
三
十
一
日

四
号

水
上
内
科
小
児

甲
府
市
中
央
五

一
九
一
〇
一
〇
一

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
七
年
一
月

科
整
形
外
科
医

丁
目
二
番
三
二

六
二
三

導
（
み
な
し
）

二
十
八
日

院

号

医
療
法
人
社
団

都
留
市
四
日
市

一
九
一
一
一
一
〇

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
七
年
一
月

浩
央
会
野
村
眼

場
八
番
地
六

四
五
八

し
）

三
十
一
日

科
・
内
科
医
院

医
療
法
人
社
団

都
留
市
四
日
市

一
九
一
一
一
一
〇

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
七
年
一
月

浩
央
会
野
村
眼

場
八
番
地
六

四
五
八

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
三
十
一
日

科
・
内
科
医
院

し
）

医
療
法
人
社
団

都
留
市
四
日
市

一
九
一
一
一
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
七
年
一
月

浩
央
会
野
村
眼

場
八
番
地
六

四
五
八

導
（
み
な
し
）

三
十
一
日

科
・
内
科
医
院

身
延
町
国
民
健

南
巨
摩
郡
身
延

一
九
一
〇
七
一
一

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
七
年
一
月

康
保
険
大
須
成

町
大
塩
一
四
八

一
四
〇

し
）

三
十
一
日

診
療
所

九
番
地

身
延
町
国
民
健

南
巨
摩
郡
身
延

一
九
一
〇
七
一
一

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
七
年
一
月

康
保
険
大
須
成

町
大
塩
一
四
八

一
四
〇

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
三
十
一
日

診
療
所

九
番
地

し
）

身
延
町
国
民
健

南
巨
摩
郡
身
延

一
九
一
〇
七
一
一

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
七
年
一
月

康
保
険
大
須
成

町
大
塩
一
四
八

一
四
〇

導
（
み
な
し
）

三
十
一
日

診
療
所

九
番
地

秋
山
村
老
人
福

南
都
留
郡
秋
山

一
九
七
一
三
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
七
年
二
月

祉
セ
ン
タ
ー

村
五
七
五
六
番

一
四
八

十
二
日

地

秋
山
村
老
人
福

南
都
留
郡
秋
山

一
九
七
一
三
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
七
年
二
月

祉
セ
ン
タ
ー

村
五
七
五
六
番

一
四
八

十
二
日

地

秋
山
村
老
人
福

南
都
留
郡
秋
山

一
九
七
一
三
〇
〇

訪
問
入
浴
介
護

平
成
十
七
年
二
月

祉
セ
ン
タ
ー

村
五
七
五
六
番

一
四
八

十
二
日

地

秋
山
村
国
民
健

南
都
留
郡
秋
山

一
九
一
一
三
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
七
年
二
月

康
保
険
直
営
診

村
七
一
一
二
番

三
九
七

導
（
み
な
し
）

十
二
日

療
所

地

上
野
原
町
ホ
ー

北
都
留
郡
上
野

一
九
七
一
五
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
七
年
二
月

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

一
九
六



ム
ヘ
ル
パ
ー
訪

原
町
上
野
原
三

〇
五
一

十
二
日

問
介
護
事
業
所

一
九
四
番
地
二

上
野
原
町
訪
問

北
都
留
郡
上
野

一
九
七
一
五
〇
〇

訪
問
入
浴
介
護

平
成
十
七
年
二
月

入
浴
介
護
事
業

原
町
上
野
原
三

〇
五
一

十
二
日

所

一
九
四
番
地
二

上
野
原
町
立
病

北
都
留
郡
上
野

一
九
一
一
五
一
〇

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
七
年
二
月

院

原
町
上
野
原
三

三
九
二

し
）

十
二
日

一
九
五
番
地

上
野
原
町
立
病

北
都
留
郡
上
野

一
九
一
一
五
一
〇

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
七
年
二
月

院

原
町
上
野
原
三

三
九
二

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
十
二
日

一
九
五
番
地

し
）

上
野
原
町
立
病

北
都
留
郡
上
野

一
九
一
一
五
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
七
年
二
月

院

原
町
上
野
原
三

三
九
二

導
（
み
な
し
）

十
二
日

一
九
五
番
地

上
野
原
町
立
病

北
都
留
郡
上
野

一
九
一
一
五
一
〇

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
七
年
二
月

院
附
属
西
原
診

原
町
西
原
三
四

五
一
七

し
）

十
二
日

療
所

七
番
地

上
野
原
町
立
病

北
都
留
郡
上
野

一
九
一
一
五
一
〇

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
七
年
二
月

院
附
属
西
原
診

原
町
西
原
三
四

五
一
七

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
十
二
日

療
所

七
番
地

し
）

上
野
原
町
立
病

北
都
留
郡
上
野

一
九
一
一
五
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
七
年
二
月

院
附
属
西
原
診

原
町
西
原
三
四

五
一
七

導
（
み
な
し
）

十
二
日

療
所

七
番
地

日
原
歯
科
医
院

甲
府
市
北
口
三

一
九
三
〇
一
〇
三

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
七
年
二
月

丁
目
四
番
二
〇

一
五
三

し
）

十
七
日

号

日
原
歯
科
医
院

甲
府
市
北
口
三

一
九
三
〇
一
〇
三

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
七
年
二
月

丁
目
四
番
二
〇

一
五
三

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
十
七
日

号

し
）

日
原
歯
科
医
院

甲
府
市
北
口
三

一
九
三
〇
一
〇
三

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
七
年
二
月

丁
目
四
番
二
〇

一
五
三

導
（
み
な
し
）

十
七
日

号

永
島
内
科
小
児

甲
府
市
太
田
町

一
九
一
〇
一
〇
〇

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
七
年
二
月

科
医
院

一
三
番
地
一
四

〇
一
三

し
）

二
十
一
日

永
島
内
科
小
児

甲
府
市
太
田
町

一
九
一
〇
一
〇
〇

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
七
年
二
月

科
医
院

一
三
番
地
一
四

〇
一
三

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
二
十
一
日

し
）

永
島
内
科
小
児

甲
府
市
太
田
町

一
九
一
〇
一
〇
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
七
年
二
月

科
医
院

一
三
番
地
一
四

〇
一
三

導
（
み
な
し
）

二
十
一
日

か
え
で
ケ
ア
サ

大
月
市
大
月
二

一
九
七
一
四
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
七
年
二
月

ー
ビ
ス

丁
目
八
番
三
六

二
六
〇

二
十
八
日

号

株
式
会
社
コ
ム

甲
府
市
池
田
一

一
九
七
〇
一
〇
一

福
祉
用
具
貸
与

平
成
十
七
年
三
月

ス
ン
甲
府
福
祉

丁
目
三
番
二
三

八
二
八

一
日

用
具
セ
ン
タ
ー

号
　
メ
ゾ
ン
池

田
一
〇
三
号

協
和
医
科
器
械

甲
府
市
国
母
一

一
九
七
〇
一
〇
〇

福
祉
用
具
貸
与

平
成
十
七
年
三
月

株
式
会
社
甲
府

丁
目
五
番
一
号

五
一
五

一
日

支
店

勝
沼
訪
問
看
護

東
山
梨
郡
勝
沼

一
九
七
〇
四
〇
〇

訪
問
看
護

平
成
十
七
年
三
月

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

町
勝
沼
九
五
〇

〇
三
〇

一
日

番
地

竹
居
医
院

甲
府
市
美
咲
一

一
九
一
〇
一
〇
一

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
七
年
三
月

丁
目
一
一
番
一

一
二
八

し
）

五
日

五
号

竹
居
医
院

甲
府
市
美
咲
一

一
九
一
〇
一
〇
一

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
七
年
三
月

丁
目
一
一
番
一

一
二
八

導
（
み
な
し
）

五
日

五
号

牧
丘
町
指
定
通

東
山
梨
郡
牧
丘

一
九
七
〇
四
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
七
年
三
月

所
介
護
事
業
所

町
窪
平
四
四
七

〇
七
一

十
八
日

番
地

山
梨
市
デ
イ
サ

山
梨
市
小
原
西

一
九
七
〇
二
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
七
年
三
月

ー
ビ
ス
セ
ン
タ

六
四
九
番
地
一

〇
三
四

十
九
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

一
九
七



ー三
富
村
デ
イ
サ

東
山
梨
郡
三
富

一
九
七
〇
四
〇
〇

通
所
介
護

平
成
十
七
年
三
月

ー
ビ
ス
セ
ン
タ

村
下
釜
口
四
五

〇
五
五

二
十
一
日

ー
笛
吹
荘

四
番
地

山
梨
市
社
会
福

山
梨
市
小
原
西

一
九
七
〇
二
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
七
年
三
月

祉
協
議
会
訪
問

六
四
九
番
地
一

〇
三
四

二
十
一
日

介
護
事
業
所

牧
丘
町
指
定
訪

東
山
梨
郡
牧
丘

一
九
七
〇
四
〇
〇

訪
問
介
護

平
成
十
七
年
三
月

問
介
護
事
業
所

町
窪
平
四
四
七

〇
七
一

二
十
一
日

番
地

牧
丘
町
立
牧
丘

東
山
梨
郡
牧
丘

一
九
一
〇
四
一
〇

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
七
年
三
月

病
院

町
窪
平
三
〇
二

二
五
五

し
）

二
十
一
日

番
地
二

牧
丘
町
立
牧
丘

東
山
梨
郡
牧
丘

一
九
一
〇
四
一
〇

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
七
年
三
月

病
院

町
窪
平
三
〇
二

二
五
五

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
二
十
一
日

番
地
二

し
）

牧
丘
町
立
牧
丘

東
山
梨
郡
牧
丘

一
九
一
〇
四
一
〇

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
七
年
三
月

病
院

町
窪
平
三
〇
二

二
五
五

導
（
み
な
し
）

二
十
一
日

番
地
二

南
西
内
田
眼
科

甲
府
市
下
石
田

一
九
一
〇
一
〇
四

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
七
年
三
月

医
院

二
丁
目
一
三
番

五
六
九

し
）

二
十
五
日

五
号

南
西
内
田
眼
科

甲
府
市
下
石
田

一
九
一
〇
一
〇
四

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
七
年
三
月

医
院

二
丁
目
一
三
番

五
六
九

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
二
十
五
日

五
号

し
）

南
西
内
田
眼
科

甲
府
市
下
石
田

一
九
一
〇
一
〇
四

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
七
年
三
月

医
院

二
丁
目
一
三
番

五
六
九

導
（
み
な
し
）

二
十
五
日

五
号

グ
ル
ー
プ
ホ
ー

甲
府
市
若
松
町

一
九
七
〇
一
〇
一

認
知
症
対
応
型
共
平
成
十
七
年
三
月

ム
わ
が
や

六
番
地
三
五

五
〇
五

同
生
活
介
護

三
十
一
日

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

甲
府
市
若
松
町

一
九
七
〇
一
〇
一

短
期
入
所
生
活
介
平
成
十
七
年
三
月

イ
わ
か
ま
つ

六
番
地
三
五

四
九
七

護

三
十
一
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

甲
府
市
若
松
町

一
九
七
〇
一
〇
一

通
所
介
護

平
成
十
七
年
三
月

セ
ン
タ
ー
わ
か

六
番
地
三
五

三
八
〇

三
十
一
日

ま
つ

よ
り
あ
い
ど
こ

甲
府
市
若
松
町

一
九
七
〇
一
〇
一

通
所
介
護

平
成
十
七
年
三
月

ろ
わ
か
ま
つ

六
番
地
三
五

四
六
三

三
十
一
日

ひ
か
り
指
定
訪

甲
府
市
上
町
七

一
九
一
〇
一
一
二

訪
問
介
護

平
成
十
七
年
三
月

問
介
護
事
業
所

五
三
番
地
一

九
三
五

三
十
一
日

の
だ
内
科
ク
リ

甲
府
市
富
士
見

一
九
一
〇
一
〇
四

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
七
年
三
月

ニ
ッ
ク

一
丁
目
七
番
三

九
二
四

し
）

三
十
一
日

五
号

の
だ
内
科
ク
リ

甲
府
市
富
士
見

一
九
一
〇
一
〇
四

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
平
成
十
七
年
三
月

ニ
ッ
ク

一
丁
目
七
番
三

九
二
四

ー
シ
ョ
ン
（
み
な
三
十
一
日

五
号

し
）

の
だ
内
科
ク
リ

甲
府
市
富
士
見

一
九
一
〇
一
〇
四

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
七
年
三
月

ニ
ッ
ク

一
丁
目
七
番
三

九
二
四

導
（
み
な
し
）

三
十
一
日

五
号

許
山
胃
腸
病
院

甲
府
市
中
央
一

一
九
一
〇
一
一
一

訪
問
看
護
（
み
な
平
成
十
七
年
三
月

丁
目
一
二
番
六

〇
八
五

し
）

三
十
一
日

号

許
山
胃
腸
病
院

甲
府
市
中
央
一

一
九
一
〇
一
一
一

居
宅
療
養
管
理
指
平
成
十
七
年
三
月

丁
目
一
二
番
六

〇
八
五

導
（
み
な
し
）

三
十
一
日

号

'

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

牧
丘
町
、
芦
川
村
及
び
身
延
町

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

一
九
八



二
　
調
査
を
行
っ
た
時
期

牧
丘
町
　
平
成
十
三
年
十
一
月
六
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
一
日
ま
で

芦
川
村
　
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
ま
で

身
延
町
　
平
成
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月
六
日
ま
で

三
　
成
果
の
名
称

地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四
　
調
査
を
行
っ
た
地
域

山
梨
市
牧
丘
町
大
字
西
保
中
の
一
部
地
区

芦
川
村
大
字
上
芦
川
及
び
新
井
原
の
一
部
地
区

身
延
町
大
字
波
木
井
の
一
部
地
区

五
　
認
証
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
一
日

'

建
設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
督
処
分
を
し
た

の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
三
月
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
中
沢
工
業
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
幸
町
九
番
二
十
四
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
中
沢
卓
美

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
・
特
―
一
三
）
第
七
〇
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

１
　
停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲
　
発
注
者
か
ら
直
接
土
木
一
式
工
事
を
請
け
負
う
営
業
及
び
発
注

者
か
ら
直
接
建
設
工
事
を
請
け
負
う
建
設
業
を
営
む
者
が
土
木
一
式
工
事
と
し
て
請
け
負
っ
た
建

設
工
事
の
全
部
又
は
一
部
を
請
け
負
う
営
業
の
う
ち
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
（
昭
和

四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共
法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
若
し

く
は
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
法
人

が
発
注
者
で
あ
る
建
設
工
事
（
以
下
「
公
共
工
事
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
又
は
公
共
工
事
以

外
の
建
設
工
事
で
あ
っ
て
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
及
び
地
方
公
共
団
体
の
交

付
す
る
交
付
金
で
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の

２
　
期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
四
日
ま
で
の
九
十
日
間

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
被
処
分
者
の
代
表
取
締
役
が
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五

号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
、
甲
府
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
罰
金
刑
に
処
す
る

旨
の
略
式
命
令
を
受
け
、
こ
の
刑
が
確
定
し
た
。

'

建
設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
督
処
分
を
し
た

の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
三
月
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
大
新
工
業
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
太
田
町
七
番
一
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
大
村
克
基

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
三
）
第
二
一
二
四
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

１
　
停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲
　
発
注
者
か
ら
直
接
土
木
一
式
工
事
を
請
け
負
う
営
業
及
び
発
注

者
か
ら
直
接
建
設
工
事
を
請
け
負
う
建
設
業
を
営
む
者
が
土
木
一
式
工
事
と
し
て
請
け
負
っ
た
建

設
工
事
の
全
部
又
は
一
部
を
請
け
負
う
営
業
の
う
ち
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
（
昭
和

四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共
法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
若
し

く
は
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
法
人

が
発
注
者
で
あ
る
建
設
工
事
（
以
下
「
公
共
工
事
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
又
は
公
共
工
事
以

外
の
建
設
工
事
で
あ
っ
て
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
及
び
地
方
公
共
団
体
の
交

付
す
る
交
付
金
で
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の

２
　
期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
四
日
ま
で
の
九
十
日
間

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
被
処
分
者
の
代
表
取
締
役
が
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五

号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
、
甲
府
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
罰
金
刑
に
処
す
る

旨
の
略
式
命
令
を
受
け
、
こ
の
刑
が
確
定
し
た
。

'

建
設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
督
処
分
を
し
た

の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

一
九
九



平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
三
月
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
三
枝
組

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
中
小
河
原
町
三
百
七
十
五
番
三

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
穂
坂
礼
子

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
三
）
第
一
四
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

１
　
停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲
　
発
注
者
か
ら
直
接
土
木
一
式
工
事
を
請
け
負
う
営
業
及
び
発
注

者
か
ら
直
接
建
設
工
事
を
請
け
負
う
建
設
業
を
営
む
者
が
土
木
一
式
工
事
と
し
て
請
け
負
っ
た
建

設
工
事
の
全
部
又
は
一
部
を
請
け
負
う
営
業
の
う
ち
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
（
昭
和

四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共
法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
若
し

く
は
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
法
人

が
発
注
者
で
あ
る
建
設
工
事
（
以
下
「
公
共
工
事
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
又
は
公
共
工
事
以

外
の
建
設
工
事
で
あ
っ
て
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
及
び
地
方
公
共
団
体
の
交

付
す
る
交
付
金
で
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の

２
　
期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
四
日
ま
で
の
九
十
日
間

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
被
処
分
者
の
元
代
表
取
締
役
が
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十

五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
、
甲
府
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
罰
金
刑
に
処
す

る
旨
の
略
式
命
令
を
受
け
、
こ
の
刑
が
確
定
し
た
。

'

建
設
業
法
に
基
づ
く
監
督
処
分

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
監
督
処
分
を
し
た

の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
八
年
三
月
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
宏
和
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
横
根
町
四
百
七
十
二
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
金
井
茂
晴

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
―
一
三
）
第
一
四
六
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

１
　
停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲
　
発
注
者
か
ら
直
接
土
木
一
式
工
事
を
請
け
負
う
営
業
及
び
発
注

者
か
ら
直
接
建
設
工
事
を
請
け
負
う
建
設
業
を
営
む
者
が
土
木
一
式
工
事
と
し
て
請
け
負
っ
た
建

設
工
事
の
全
部
又
は
一
部
を
請
け
負
う
営
業
の
う
ち
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
法
人
税
法
（
昭
和

四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共
法
人
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
）
若
し

く
は
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
法
人

が
発
注
者
で
あ
る
建
設
工
事
（
以
下
「
公
共
工
事
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
又
は
公
共
工
事
以

外
の
建
設
工
事
で
あ
っ
て
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
間
接
補
助
金
等
及
び
地
方
公
共
団
体
の
交

付
す
る
交
付
金
で
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の

２
　
期
間
　
平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
六
月
十
四
日
ま
で
の
九
十
日
間

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
被
処
分
者
の
元
代
表
取
締
役
が
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
　

五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
、
甲
府
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
罰
金
刑
に
処
す

る
旨
の
略
式
命
令
を
受
け
、
こ
の
刑
が
確
定
し
た
。

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
央
市
下
河
東
字
西
河
原
二
六
四
九
の
二
及
び
二
六
五
〇
の
四
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
斐
市
篠
原
二
千
六
百
三
十
五
番
地
　
中
巨
摩
東
部
農
業
協
同
組
合
　
代
表
理
事
　
込
山
博

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
六
号

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会
　
　
　

委
員
長
　
　
淺
　
　
井
　
　
和
　
　
夫

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

二
〇
〇



一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
科
学
捜
査
研
究
所
長
　
　
　
「
企
　

画

室

長

別
表
第
七
中
「
機
動
隊
長
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

を
「
企

機
　
動
　
隊
　
長
」

犯
罪
被
害
者
対
策
室
長
」

「
生
活
安
全
対
策
室
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
長

画
室
長
」
に
、「
生
活
安
全
対
策
室
長
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、
「
長
坂
警
察
署
」
を

地
域
指
導
室
長
」

鰍

坂
警
察
署
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
大
月
警
察
署
　
　
　
「
鰍
沢
警
察
署

に
、「
大
月
警
察
署
」
を

に
、

を
「
南
部
警
察
署

沢
警
察
署
」

上
野
原
警
察
署
」

南
部
警
察
署
」

「
塩
山
警
察
署

」
に
、

を
「
塩
山
警
察
署
」
に
改
め
る
。

上
野
原
警
察
署
」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
十
七
号

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会
　
　
　

委
員
長
　
　
淺
　
　
井
　
　
和
　
　
夫

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
十
三
警
察
部
局
の
部
県
警
本
部
の
項
中
　
　
科
学
捜
査
研
究
所
長
　
五
　
種
　
　
を
削
り
、

」

「
会
　
計
　
調
　
査
　
官

「
会
計
調
査
官
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

犯
罪
被
害
者
対
策
室
長
」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

山
梨
県
公
安
委
員
会
　
　
　

委
員
長
　
　
丸
　
　
茂
　
　
紀
　
　
彦

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
六
を
第
十
一
条
の
七
と
し
、
第
十
一
条
の
三
か
ら
第
十
一
条
の
五
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
前
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
の
三
と

し
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
地
域
指
導
室
）

第
十
一
条
の
二

地
域
課
に
地
域
指
導
室
を
附
置
す
る
。

２
　
地
域
指
導
室
に
お
い
て
は
、
地
域
警
察
運
営
の
企
画
、
調
整
及
び
指
導
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

第
十
七
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八

号
と
す
る
。

第
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
第
七
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
の
二
中
「
生
活
安
全
捜
査
室
」
の
下
に
「
、
地
域
指
導
室
」
を
加
え

る
。第

三
十
七
条
第
二
項
中
「
五
三
九
人
」
を
「
五
〇
三
人
」
に
、「
二
〇
〇
人
」
を
「
一
九
四
人
」
に
、

「
七
三
九
人
」
を
「
六
九
七
人
」
に
、
「
一
、
〇
七
六
人
」
を
「
一
、
一
一
二
人
」
に
、
「
九
七
人
」

を
「
一
〇
三
人
」
に
、「
一
、
一
七
三
人
」
を
「
一
、
二
一
五
人
」
に
改
め
る
。

「

「

庶
務
・
企
画

別
表
第
一
総
務
の
部
中
　
　
総
　
　
　
　
　
務
　
総
　
務
　
第
　
一
　
　
を
　
　
総
　
務
　
第
　
一

総
　
務
　
第
　
二
　
　
　
　
　
総
　
務
　
第
　
二

」

庶
務
・
企
画

総
　
務
　
第
　
一
　
　
に
改
め
、
同
表
地
域
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

総
　
務
　
第
　
二

」

運
　
　
　
　
　
用
　
庶
務
・
運
用

地
　
　
域

救
　
　
　
　
　
助
　
救
　
　
　
　
　
助

山
梨
県
公
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地
域
指
導

企
画
・
指
導
第
一
　
企
画
・
指
導
第
一

室

企
画
・
指
導
第
二
　
企
画
・
指
導
第
二

第
一
通
信
指
令
官
　
指
　
令
　
第
　
一

通
信
指
令

第
二
通
信
指
令
官
　
指
　
令
　
第
　
二

室

第
三
通
信
指
令
官
　
指
　
令
　
第
　
三

鉄
道
警
察
　
隊
　
長
　
補
　
佐
　
小
　
　
　
　
　
隊

隊

管
　
理
　
飛
　
行
　
管
理
飛
行
班

航
空
隊

整
　
　
　
　
　
備
　
整
　
　
備
　
　
班

「

「

庶
　
　
　
　
　
務

別
表
第
一
少
年
の
部
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

企
画
・
指
導
　
　
　
　
　
企
画
・
指
導

」

庶
　
　
　
　
　
務

に
改
め
、
同
表
捜
査
第
二
の
部
知
能
犯
の
項
中
「
選
挙
」
を
「
広
域
知
能
犯

企
画
・
指
導

」

「

「

捜
査
」
に
改
め
、
同
部
中
　
　
告
訴
・
告
発
　
告
訴
・
告
発
　
　
を
　
　
告
訴
・
告
発

」

「

物
　
理
　
第
　
一
　
物
　
理

告
訴
・
告
発

に
改
め
、
同
表
科
学
捜
査
研
究
所
の
部
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
　
理

選
　
　
　
　
　
挙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
物
　
理
　
第
　
二

」

文
　
書

「

物
　
理
　
第
　
一

第
　
一
　
　
　
　
　
物
　
　
　
　
　
理

物
　
理
　
第
　
二

第
　
二
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
交
通
企
画
の
部
中

文
　
　
　
　
　
書

・
心
　
理
　
　
　
　
　
文
書
・
心
理

」

心
　
　
　
　
　
理

」

「

「

調
査
・
統
計
　
　
　
　
　
調
査
・
統
計
　
調
査
・
統
計

調
査
・
安
全
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

安
　
全
　
教
　
育
　
　
　
　
　
安
　
全
　
教
　
育
　
安
　
全
　
教
　
育

」

」

「

「

に
改
め
、
同
表
交
通
指
導
の
部
中
　
　
所
　
長
　
補
　
佐
　
交
通
反
則
通
告
　
　
を
　
　
所
　
長
　

」

交
通
反
則
通
告

補
　
佐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

放
置
駐
車
対
策

」

「

「

庶
　
　
　
　
　
務

別
表
第
二
甲
府
の
部
地
域
の
項
中
　
　
指
導
・
庶
務
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改

」

地
域
捜
査
指
導

」

「

刑
　
事
　
第
　
二
　
知
　
　
能

「

組
織
犯
罪

知
　
　
能
　
　
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

め
、
同
部
中
　
　
刑
　
事
　
第
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

組
織
犯
罪
対
策
　
　
　
　
　
組
織
犯
罪
対
策
　
組
織
犯
罪

」

二国
　
際

犯
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梨
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対
策
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

「

に
改
め
、
同
表
南
甲
府
の
部
中
　
　
会
　
　
　
　
　
計
　
会
　
　
　
　
　
計
　
　
を

対
策
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

捜
　
査

」

会
　
　
　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

会
　
　
　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
部
地
域
の
項
中
　
　
指
導
・
庶
務

遺
　
　
失
　
　
物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

」

「

庶
　
　
　
　
　
務
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
部
組
織
犯
罪
対
策
の
項
中
　
　
組
織
犯
罪
対
策
第
　
　
を

地
域
捜
査
指
導
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

」

」

「

「

組
織
犯
罪
対
策
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

二
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
笛
吹
の
部
刑
事
の
項
中
　
　
捜
　
　
　
　
　
査
　
　
を

」

国
　
際
　
捜
　
査

」

「

「

企
　
画

盗
　
　
　
　
　
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
交
　
通
　
第
　
一

に
改
め
、
同
部
交
通
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
指
　
導

強
　
　
行
　
　
犯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
交
　
通
　
第
　
二

」

」

事
　
故

「

「

規
　
制
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
会
　
　
　
　
　
計
　
　
　
　
　
会

取
　
締
　
　
に
改
め
、
同
表
韮
崎
の
部
中
　
　
警
　
　
　
　
　
務
　
警
　
　
　
　
　
務
　
　
を

警

捜
　
査
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
　
　
　
　
　
備

」

」

計
　
会
　
　
　
　
　
計

警
　
　
　
　
　
務
　
　
に
改
め
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

務

留
　
置
　
管
　
理

」

警
　
　
　
　
　
備
　
警
　
　
　
　
　
備

別
表
第
三
鰍
沢
警
察
署
の
部
青
柳
交
番
の
項
中
「
青
柳
交
番
」
を
「
青
柳
警
察
官
駐
在
所
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
三
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
六
百
四
十
九
号
　
　
平
成
十
八
年
三
月
十
六
日

二
〇
三
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